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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の基板上に設けられた複数の画素電極と、第２の基板上に設けられた共通電極と、
前記第１の基板と第２の基板の間に設けられた液晶とを有する液晶表示装置において、
　前記液晶の初期配向は垂直配向状態であり、
　前記画素電極に対向する前記共通電極中には、電極膜層の不在領域として形成された配
向制御窓が設けられ、かつ、前記配向制御窓が互いに近接して前記共通電極の線幅が狭く
なった細線領域にのみ、前記共通電極に重ねて、補助導電線が設けられていることを特徴
とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記補助導電線は、前記共通電極の構成膜よりも低抵抗の膜からなることを特徴とする
請求項１記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記補助導電線は、前記共通電極の構成膜と同じ膜からなることを特徴とする請求項１
記載の液晶表示装置。
【請求項４】
　前記補助導電線は、前記画素電極で構成される有効表示領域の周辺の領域に形成されて
いることを特徴とする請求項１又は２に記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　前記補助導電線は、不透光性材料からなることを特徴とする請求項１から２のうちいず
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れか１項に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、広視野角の液晶表示装置（ＬＣＤ）に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ＬＣＤ、有機エレクトロルミネッセンス（ＥＬ）ディスプレイ、プラズマディスプ
レイ等、のフラットパネルディスプレイの開発が盛んに行われ、実用化が進められている
。中でも、ＬＣＤは薄型、低消費電力などの点で優れており、既にＯＡ機器、ＡＶ機器の
分野で主流となっている。特に、各画素に画素情報の書き換えタイミングを制御するスイ
ッチング素子としてＴＦＴを配したアクティブマトリクス型ＬＣＤは、大画面、高精細の
動画表示が可能となるため、各種テレビジョン、パーソナルコンピュータ、更には、携帯
コンピュータ、デジタルスチルカメラ、ビデオカメラ等のモニターに多く用いられている
。
【０００３】
ＴＦＴは絶縁性基板上に金属層とともに半導体層を所定の形状に形成することにより得ら
れる電界効果型トランジスタ（ＦＥＴ：field effect transistor）である。アクティブ
マトリクス型ＬＣＤにおいては、ＴＦＴは、液晶を挟んだ一対の基板間に形成された、液
晶を駆動するための各キャパシタンスに接続されている。
【０００４】
図３はＬＣＤの一部拡大平面図、図４はそのＣ－Ｃ線に沿った断面図である。基板（５０
）上に、Ｃｒ、Ｔｉ、Ｔａ等のゲート電極（５１）及びゲートライン（５２）が形成され
、これを覆ってゲート絶縁膜（５３）が形成されている。ゲート絶縁膜（５３）上には、
ｐ－Ｓｉ膜（５４）が、ゲート電極（５１）の上方を通過するように、島状に形成されて
いる。ｐ－Ｓｉ膜（５４）は、ゲート電極（５１）の直上領域がノンドープのチャンネル
領域（ＣＨ）とされ、チャンネル領域（ＣＨ）の両側は、燐等のＮ型不純物が低濃度にド
ーピングされた低濃度領域（ＬＤ：lightly doped）（ＬＤ）、更にその外側は、同じ不
純物が高濃度にドーピングされたソース領域（ＮＳ）及びドレイン領域（ＮＤ）となって
おり、ＬＤＤ構造とされている。
【０００５】
チャンネル領域（ＣＨ）の上には、低濃度領域（ＬＤ）を形成する際に、イオン注入時の
マスクとして用いられた注入ストッパー（５５）が残されている。ｐ－Ｓｉ膜（５４）を
覆って層間絶縁膜（５６）が形成され、層間絶縁膜（５６）上にはドレイン電極（５７）
、ソース電極（５８）、及び、ドレインライン（５９）が形成されている。ドレイン電極
（５７）とソース電極（５８）は、各々、層間絶縁膜（５６）に開口されたコンタクトホ
ールを介して、ｐ－Ｓｉ膜（５４）のドレイン領域（ＮＤ）及びソース領域（ＮＳ）に接
続されている。これらドレイン電極（５７）およびソース電極（５８）を覆って、ＳＯＧ
、ＢＰＳＧ、アクリル樹脂等の平坦化絶縁膜（６１）が形成され、この平坦化絶縁膜（６
１）上にはＩＴＯ（indium tin oxide）、あるいは、Ａｌからなる画素電極（６０）が形
成され、平坦化絶縁膜（６１）に開口されたコンタクトホールを介してソース電極（５８
）に接続されている。この上には、ポリイミド等の垂直配向膜（８５）が形成されている
。以上、ＴＦＴ基板が構成されている。
このＴＦＴ基板（５０）に対向する位置には基板（７０）が配置され、基板（７０）上に
は、フィルムレジストからなるＲ、Ｇ、Ｂのカラーフィルター（７１）が形成され、各々
の画素電極（６０）に対応する位置に設けられている。カラーフィルター（７１）の間隙
には、不透光性のブラックマトリクス（７２）が設けられている。これらカラーフィルタ
ー（７１）及びブラックマトリクス（７２）の層上には、ＩＴＯの共通電極（７３）が形
成されている。共通電極（７３）中には、ＩＴＯの不在により形成された配向制御窓（７
４）が設けられている。配向制御窓（７４）は、図３に示されているように、画素の中央
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部を縦断するとともに、両端から斜め方向に二股に分かれ、画素の角部へ向かった形状と
されている。共通電極（７３）上には、基板（５０）側と同じ垂直配向膜（８６）が設け
られている。以上、対向基板が構成されている。
【０００６】
これらＴＦＴ基板（５０）と対向基板（７０）の間には、負の誘電率異方性を有する液晶
（８０）が装填されている。
【０００７】
このＬＣＤは、画素電極（６０）の下地に平坦化絶縁膜（６１）を設けるとともに、共通
電極（７３）中に、ＩＴＯ膜の不在領域として形成された配向制御窓（７４）が設けた点
に特徴がある。配向制御窓（７４）の近傍は、電圧印加時にも電圧無印加時と同様、無電
界あるいは液晶が駆動する閾値以下の弱電界となっており、この領域において、液晶分子
（８１）は、常時、初期の垂直配向状態に固定される。
【０００８】
一方、画素電極（６０）のエッジ部では、電圧印加時に、対向する共通電極（７３）へ向
かって斜めに傾斜した電界（８２）が形成されている。負の誘電率異方性を有する液晶分
子（８１）は、傾斜した電界（８２）に抗するように、斜め電界（８２）が傾斜した方角
とは、反対の方角へ傾斜するように仕向けられ、所望の配向に制御される。このように、
画素電極（６０）の４辺に関して、内側へ向かって傾いた液晶の配向の境界は、配向制御
窓（７４）上で固定され、配向制御窓（７４）を境に配向が割れたいわゆる画素分割が行
われ、広視野角化が実現される。また、平坦化絶縁膜（６１）は、画素電極（６０）を平
坦化して、その上の垂直配向膜（８５）と液晶（８０）との接触界面を平坦化することに
より、液晶の配向が乱れるのを防ぎ、斜め方向電界（８２）による配向の制御性を向上し
ている。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
このように図４及び図５に示すＬＣＤは、広視野角化を実現するものであるが、共通電極
（７３）に配向制御窓（７４）を設けるため、共通電極（７３）がパターニングされてい
る。共通電極（７３）を構成するＩＴＯは、Ｃｒ、Ａｌ等、他の不透光性メタルに比して
、抵抗が高い。それでも、共通電極（７３）に配向制御窓（７４）を設けない場合は、Ｉ
ＴＯが基板（７０）に全面的に設けられるので、時定数が大幅に上昇することが無く表示
に悪影響は出ない。これに対して、図４及び図５に示すように、共通電極（７３）に配向
制御窓（７４）を設けた場合、その分、ＩＴＯの線幅が狭まるので配線抵抗が増大する。
特に、図４から分かるように、配向制御窓（７４）の四支の各先端部が、隣接の画素にお
ける配向制御窓（７４）の先端部と近接する部分では、ＩＴＯの線幅が最も狭くなるので
、配線抵抗が増大して時定数が上昇し、配向制御窓（７４）を挟んだ両側の領域間で電位
差が生じる。このため、共通電極（７３）の入力端から遠い画素では、入力端に近い画素
よりも共通電極（７３）に印加された信号電圧の遅延が大きく、この結果、液晶（８０）
に印加される電圧が、異なってしまい、輝度がばらつくという問題を招く。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
本発明はこの課題を解決するために成され、第１の基板上に設けられた複数の画素電極と
、第２の基板上に設けられた共通電極と、前記第１の基板と第２の基板の間に設けられた
液晶とを有する液晶表示装置において、前記画素電極に対向する前記共通電極中には、電
極膜層の不在領域として形成された配向制御窓が設けられ、かつ、前記配向制御窓が互い
に近接した領域にのみ、前記共通電極に重ねて、補助導電線が設けられている構成である
。
【００１１】
これにより、共通電極の抵抗が配向制御窓によって大きくなることが抑えられるので、共
通電極の配線抵抗が上昇することによって信号が遅延して、輝度がばらつきが防がれる。
【００１２】
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【発明の実施の形態】
図１は、本発明の実施の形態にかかるＬＣＤの一部拡大平面図であり、図２はそのＡ－Ａ
線に沿った断面図、図３はＢ－Ｂ線に沿った断面図である。基板（１０）上に、Ｃｒ、Ｔ
ｉ、Ｔａ等のゲート電極（１１）、及び、同一行につきゲート電極（１１）を相互につな
ぐゲートライン（１２）が形成され、これを覆ってゲート絶縁膜（１３）が形成されてい
る。ゲート絶縁膜（１３）上には、ｐ－Ｓｉ膜（１４）が、ゲート電極（１１）の上方を
通過するように、島状に形成されている。ｐ－Ｓｉ膜（１４）は、ゲート電極（１１）の
直上領域がノンドープのチャンネル領域（ＣＨ）とされ、チャンネル領域（ＣＨ）の両側
は、燐等のＮ型不純物が低濃度にドーピングされた低濃度領域（ＬＤ）、更にその外側は
、同じ不純物が高濃度にドーピングされたソース領域（ＮＳ）及びドレイン領域（ＮＤ）
となっており、ＬＤＤ構造とされている。
【００１３】
チャンネル領域（ＣＨ）の上には、低濃度領域（ＬＤ）を形成する際に、イオン注入時の
マスクとして用いられた注入ストッパー（１５）が残されている。ｐ－Ｓｉ膜（１４）を
覆って、シリコン酸化膜とシリコン窒化膜の積層膜からなる層間絶縁膜（１６）が形成さ
れ、層間絶縁膜（１６）上にはドレイン電極（１７）、ソース電極（１８）、及び、同一
行につきドレイン電極（１７）を相互につなぐドレインライン（１９）が形成されている
。ドレイン電極（１７）とソース電極（１８）は、各々層間絶縁膜（１６）に開口された
コンタクトホールを介して、ｐ－Ｓｉ膜（１４）のドレイン領域（ＮＤ）及びソース領域
（ＮＳ）に接続されている。これらドレイン電極（１７）およびソース電極（１８）及び
ドレインライン（１９）を覆って、ＳＯＧ、ＢＰＳＧ、アクリル樹脂等の平坦化絶縁膜（
２１）が形成され、この平坦化絶縁膜（２１）上にはＩＴＯ（indium tin oxide）、ある
いは、Ａｌからなる画素電極（２０）が形成されている。画素電極（２０）は、平坦化絶
縁膜（２１）に開口されたコンタクトホールを介してソース電極（１８）に接続されてい
る。
画素電極（２０）の上には、ポリイミド等の垂直配向膜（４５）が形成されている。
【００１４】
このＴＦＴ基板（１０）に対向する位置には、間に液晶層（４０）を挟んで対向基板とな
る基板（３０）が配置されている。基板（３０）上には、フィルムレジストからなるＲ、
Ｇ、Ｂのカラーフィルター（３１）が形成され、各々の画素電極（２０）に対応する位置
に設けられている。カラーフィルター（３１）の間には、遮光性のフィルムレジストから
なるブラックマトリクス（３２）が設けられている。これらカラーフィルター（３１）及
びブラックマトリクス（３２）の層上にはＩＴＯ等の共通電極（３３）が形成されている
。共通電極（３３）中には、ＩＴＯの不在により形成された配向制御窓（３４）が設けら
れている。配向制御窓（３４）は、図１に示されているように、画素の中央部を縦断する
とともに、そこより４５°程度の角度をもって二股に分かれ、画素の角部へ向かった形状
とされている。共通電極（３３）上には、一部の領域に、Ａｌ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ等の低
抵抗膜からなる本発明の補助導電線（３５）が設けられている。これら共通電極（３３）
及び補助導電線（３５）の上には、基板（１０）側と同じ垂直配向膜（４６）が設けられ
ている。
【００１５】
本発明の補助導電線（３５）は、図１に示すように、各画素における配向制御窓（３４）
の先端が互いに接近し、共通電極（３３）であるＩＴＯの線幅が狭くなった細線領域に設
けられている。図１に示すような、配向制御窓（３４）のパターン形状では、４つの画素
が接近する領域において、４つの配向制御窓（３４）の先端部が集まることにより形成さ
れた十字形状のＩＴＯ線上に重なるようにして十字形状の補助導電線（３５）が形成され
ている。補助導電線（３５）は、ＩＴＯの細線領域をわたるように設けられているので、
配線抵抗の上昇が抑えられて時定数の上昇が防がれる。この結果、配向制御窓（３４）の
両側の領域で電位差が生じることが無され、従って、共通電極（３３）の全域で電圧が均
一にされるので、全画素において、液晶（４０）へ印加される電圧が等しくなり、輝度の
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【００１６】
低抵抗の補助導電線（３５）は、Ａｌ、Ｃｒ、Ｍｏ、Ｔａ等の不透光性材料からなるが、
共通電極（３３）の細線領域をわたるようにして最小限に設けることで、有効表示領域を
縮小することが防がれる。また、補助導電線（３５）は、図３に示すように共通電極（３
３）の上層にあってもよいが、下層に設けることもできる。
【００１７】
　更に、補助導電線（３５）は、共通電極（３３）と同様にＩＴＯ膜、あるいは、共通電
極（３３）のＩＴＯ膜の膜厚を厚くすることによって形成することもできる。
【００１８】
【発明の効果】
以上の説明から明らかな如く、本発明で、共通電極中に、電極膜層の不在により形成され
た配向制御窓を有する液晶表示装置において、配向制御窓が互いに近接して共通電極の線
幅が狭くなった領域に、補助導電線を形成して抵抗を下げることにより、共通電極の配線
抵抗の増大が防がれ、共通電極に印加される信号電圧の遅延が防がれ、全域にわたって電
圧が一定にされるので、輝度が均一にされる。また、共通電極の配線抵抗を高めることが
できるので、共通電極の膜厚を可能な限り薄くすることにより、透過率を上昇し、明るい
表示画面を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態かかる液晶表示装置の一部拡大平面図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿った断面図である。
【図３】図１のＢ－Ｂ線に沿った断面図である。
【図４】従来の液晶表示装置の一部拡大平面図である。
【図５】図４のＣ－Ｃ線に沿った断面図である。
【符号の説明】
１０，３０　基板
１１　ゲート電極
１２　ゲートライン
１４　ｐ－Ｓｉ膜
１７　ドレイン電極
１８　ソース電極
１９　ドレインライン
２０　画素電極
３３　共通電極
３４　配向制御電極
３５　補助導電線
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